
江東区監査委員告示第４号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項、江東区監査基

準（令和２年４月１日江東区監査委員訓令甲第１号）第１８条の規定に基づき、

令和５年度第２回定期財務監査の結果に対し、江東区長及び江東区教育委員会

から措置の通知があったので、別紙のとおり公表する。 

なお、釼先委員及び河野委員は、就任前のため、本監査には関与していない。 

令和６年３月１５日 

 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同        釼 先 美 彦 

同        河 野 清 史 

 



令和5年度第2回定期財務監査 指摘事項措置報告書 

 

〔こども未来部 こども家庭支援課〕 

 

1 指摘事項 

令和 3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金は、国より交付されていた。

事業実績報告に基づき交付額が確定されたことに伴う超過交付分が発生したた

め、定められた納付期限までに返還することになっていた。 

事業名 返還金 納付期限 

令和 3 年度子育て世帯等臨

時特別支援事業費補助金（先

行給付金分） 

326,731,881 円 令和 4年 11 月 28 日 

令和 3 年度子育て世帯等臨

時特別支援事業費補助金（追

加給付金分） 

325,673,714 円 令和 4年 11 月 28 日 

   上記 2 件の返還金に関する納付書類については、こども家庭支援課からの報告

によると、東京都より令和 4 年 9 月 6 日付令和 3 年度子育て世帯等臨時特別支援

事業費補助金交付額確定通知書とともに同課へ到達し、支払期限は同年 11 月 28

日とされていたが、返還手続きを失念したため支払期限と同日の処理となってし

まった。 

   その結果、支払期限より 1 日遅れて支払われたため、年率 10.95％で算定され

た延滞金 195,721 円が発生した。 

事業名 延滞金 

令和 3 年度子育て世帯等臨時特別支援事業費

補助金（先行給付金分） 
98,019 円 

令和 3 年度子育て世帯等臨時特別支援事業費

補助金（追加給付金分） 
97,702 円 

計 195,721 円 

本件指摘事項は、本来支出する必要のない延滞金を支出したことにより、区に

損害を生じさせたものである。 

補助金返還手続きを失念した要因として、業務執行にかかる確認体制の不備に

加えて、急遽実施された本事業への対応に必要な職員体制の構築が不十分であっ

たことが考えられる。 

会計処理にあたっては、遅滞や遺漏が生じないよう課内における確認体制を総

点検するとともに、職員一人ひとりの業務量を的確に把握したうえで必要な職員

数を確保し適正に事務の分担を行う等、再発防止策を講じられたい。 

 



2 措置事項 

業務の執行にあたり適正な会計処理に努めていたにもかかわらず、課内の確認体制

の不備により延滞金が発生し、令和５年度第２回定期財務監査において指摘事項を受

けるに至った。今回の指摘事項を重く受け止め、今後このような事態を引き起こすこ

とがないよう、以下のとおり措置を図り、再発防止に努める。 

 

・本件指摘事項を踏まえ、同様な事例は、他に発生していないことを確認した。 

 

・本件指摘事項については、国により決定された給付金事業への早急な対応が求めら

れたため、十分な職員体制が構築できなかったこと、及び、担当者個人に補助金業務

を任せきりにし、人為的なミスについて係内でチェックする体制が不十分であったこ

とが原因と考えている。 

 

・年間を通して執行手続きの漏れがないように、以下の通り再発防止に取り組む。 

① 各事業担当で週初めに当該週の個々の業務予定について、対面もしくはチャット

機能を用いて共有する。 

② 給付金等イレギュラー業務を含む全事業分の補助金スケジュール表を朝会フォル

ダに格納し、都度担当が更新することにより、進捗を共有する。 

③ 上記執行予定について、係長が確認する体制とする。 

 




